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１．平成１７年６月３０日諮問

諮 問 事 項

新しい時代の都市計画はいかにあるべきか。

諮 問 の 趣 旨

「国際化、情報化、高齢化、人口減少等２１世紀の新しい潮流に対応した

都市再生のあり方はいかにあるべきか」について、平成１５年１２月２４日

付で社会資本整備審議会より答申が示され 「都市再生ビジョン」が策定さ、

れたところである。同ビジョンにおいては、政策の基本的な方向として、①

環境と共生した持続可能（サスティナブル）な都市の構築、②国際競争力の

高い世界都市・個性と活力あふれる地方都市の再生、③「良好な景観・緑」

と「地域文化」に恵まれた『都市美空間』の創造、④安全・安心な都市の構

築、⑤都市の将来像に向けた官民協働による都市の総合マネジメントの５項

目を掲げるとともに、今後のまちづくりを巡る課題とその対応として、１０

のアクションプランを示している。

その後、これらの課題については、平成１６年の都市再生特別措置法等の

「 」 、 「 」 、一部改正による まちづくり交付金 の創設 同年の 景観緑三法 の制定

本年の都市再生特別措置法等の一部改正等により、順次制度的な対応が図ら

れてきたところであるが、残された課題のうち以下の５点については、都市

計画の基本的なあり方に係る課題として、その具体的な制度化に向けて検討

を行う必要がある。

① 人口減少等に対応した新たな都市計画制度の基本的枠組み

② 中心市街地の再生を図るための、広域的な都市機能の規制誘導施策及び

中心市街地への都市機能の集積誘導施策

③ 持続可能な都市を構築するための都市・生活インフラの整備の推進方策

④ 安全で安心して暮らせるまちづくりの推進方策

⑤ 歴史的な風土を活用したまちづくり、地域づくりのあり方



２．平成１７年６月３０日第７回都市計画部会資料

（平成１７年６月３０日諮問趣旨 （抄））

人口減少等に対応した新たな都市計画制度の基本的枠組みにつ①

いて

２００６年をピークとして我が国の人口が減少局面に突入することが

予想され、また、より一層少子高齢化が進行していく中で、現在の、人

口増加に伴う都市の成長を前提とした、原則開発許容型の都市計画制度

の矛盾が顕在化しつつあり、その根本的な見直しが求められている。す

、 、なわち 人口減少を伴いつつ空洞化が進む｢市街地縮小の時代｣において

限られた財政的・人的資源の下、質の高い都市サービスを効率的に提供

していくためには、現在の拡散型の都市構造に歯止めをかけ、コンパク

トで緑とオープンスペースの豊かな都市構造を実現する必要があり、そ

のための新しい都市計画制度を早期に構築することが求められている。

このため 「人口減少等に対応した新たな都市計画制度の基本的枠組、

み」について、住民参加の充実の観点や地方分権の視点等を含めて広範

に検討を行う必要がある。



 

3.「新しい時代の都市計画はいかにあるべきか。」（諮問）
　　　　　　　　　　　　に係る社会資本整備審議会審議状況

 ③持続可能な都
   市を構築する
   ための都市・
   生活インフラ
   の整備の推進
   方策

 ④安全で安心し
   て暮らせるま
   ちづくりの推
   進方策

 平成17年6月30日諮問
　　　　　「新しい時代の都市計画はいかにあるべきか。」

 ①人口減少等に
 　対応した新た
   な都市計画制
   度の基本的枠
   組み

 ②中心市街地の
   再生を図るた
   めの、広域的
   な都市機能の
   規制誘導施策
   及び中心市街
   地への都市機
   能の集積誘導
   施策

 ⑤歴史的な風土
   を活かしたま
   ちづくり、地
   域づくりのあ
   り方

都市計画制度の見直し

平成19年7月20日　第２次答申

都市交通・市街地
整備小委員会

公園緑地小委員会 下水道小委員会

都市計画制度小委員会（H21.7～予定）

平成20年2月19日
「今後の古都保存
のあり方はいかに

あるべきか」
（答申）

→歴史まちづくり
法の制定

都市政策の基本的な課題と方向検討小委員会
平成21年6月26日とりまとめ報告

安全・安心まちづくり
小委員会（H20.9～）

平成21年6月26日中間とりまとめ報告

中心市街地再生小委員会

平成18年1月31日 第１次答申
→　中活法、都市計画法の改正

歴史的風土部会
歴史的風土の保
存・承継小委員会


